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1 180123 要件の考え方・理由

4.2.5.「支給額算定」の前提として必要となる機能であ
る。
また、学校給食費の総額は、「援助対象となった者の、
学校給食費」の総額であり、統計帳票の出力に必要な管
理項目である（「所要総額（学校給食費の総額」）。な
お、就学援助認定前の学校給食費は含まないこととす
る。

4.2.5.「支給額算定」の前提として必要となる機能であ
る。
また、学校給食費の総額は、「援助対象となった者の、学
校給食費」の総額であり、統計帳票の出力に必要な管理項
目である。なお、就学援助認定前の学校給食費は含まない
こととする。
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